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１．機械調査表の作成(第４条)

機械設備の調査表は、現地調査を基本として聴き取り調査、資料調
査など行い、指定の様式に調査内容を記載する。

◎調査算定業務の中で基本となる調書であり、欠落の無いように作成
すること。

(1)権利者(所有者)の区分･･機械調査表は原則として権利者ごとに作成

①権利者の機械（固定資産台帳と照合確認）

②リース機械（リース会社の所有物・機械貼り付けシール）

③その他、協力会社・出入り業者の持込み機械、借上げ機械など

例：〇生コン工場のセメントサイロ、薬剤注入装置

〇鉄鋼関係工場の高圧ガス貯蔵タンク

(コールドエバポレーター)

※権利者との聴き取り調査などで権利者以外の所有物を確認
－１－



－２－

セメントサイロ

コールド
エバポレーターバッチャープラント

気化器

鉄鋼関係の工場の例
（高圧ガス貯蔵タンク）

生コン工場の例

酸素
窒素

炭酸ガス
アルゴン

権利者が異なる場合の例



「様式第１－① 機械設備調査表」

－様式1-①－

調査年月日

所有者の氏名

法令の適合性

稼働状況

その他、リース機械、ＪＩＳ規格など

製造(加工)工程(図面説明)

機械設備の所在地 調査員を記入

所有者の住所 業種区分
(標準耐用年数表)

詳細は別途説明

詳細は別途説明

勤務体制、操業時間、稼働率、繁忙期、閑散期、関
連事業所などの状況



様式第１－② 機械設備調査表

備考
復元
の
可否

基礎寸法・
設置状況
(Ｗ･Ｌ･Ｈ)

質量
(ｔ)

形状・寸法(ｍ)
(Ｗ･Ｌ･Ｈ)

製作所
名称

仕様
取得
年月

数
量

機械名
番
号 出力型式・能力

可･否1
可･否2
可･否3
可･否4
可･否5
可･否6

－様式1-②－



(2)番号

①１番から順に判りやすく

・上、角、端など判りやすい位置から順に

・製造工程の順

・枝番(1-1)は避けた方がよいが、関連性を示す必要がある場合は

枝番整理する場合もある。

例：機械本体、材料供給装置、油圧ユニット、操作制御盤(自立型) 

（それぞれを単体機械として扱う必要がある場合）

②台数が多い場合はブロック分けして１番から順に
〇ブロック名称、ブロック集計が必要
・建物の棟別、階別
・工場の区域別
・ライン機械・プラント装置などの装置別

－３－



(3)機械名称

①名前の確認

〇現地調査（周知の機械・銘板・現地表示）
〇資料収集（製作会社・カタログ・インターネット情報）
〇調査先との聴き取り調査（提供資料）

②日本語読み、英語読み
一般的に日本語読み(漢字)と英語読み(カタカナ)

例：空気圧縮機 ⇔ コンプレッサー

➂機械の使用用途による名称
例：№1冷却水ポンプ ⇔ 渦巻ポンプ(一般名称)

※いずれも間違いではありません。状況に応じた名称としてください。
－４－



(4)台数

①台数は１台
同じ機械が複数台あってもそれぞれの番号

②複数台の違い
名称、用途、取得年次など

➂積算明細書、内訳書、各種集計表などの書類作成
１台計算する場合と複数台計算する場合があり、間違いの原因

④写真は現地実在の確認であり、複数台あればそれぞれ必要

※複数台にして良いことはあまりありません。

－５－



(5)取得年次

取得年次の確認は以下の資料の順に行い、取得年と月を記入します。

①固定資産台帳(工場設備台帳)(第3条5項)

②機械購入時の見積書(要領の解説：回答3-1)

➂現地調査結果(機械銘板の製造年月)

④機械装置の完成図書(関連書類・施工図面・機械保守管理台帳など)

⑤その他････権利者からの聴き取り調査

※取得年次の確認は算定(再築率に影響)に直接影響します。確認は慎
重に行い照合した根拠資料を明記、添付します。

－６－



〇固定資産台帳の照合における注意事項

①資産区分(建物・構築物・機械設備・器具備品・運搬機器など)

名称、資産番号、製造年月日、設置場所などから照合

②固定資産台帳では複数の機械を装置として一式計上

➂台帳の年月と銘板の製造年月との違い

④中古機械の取得

◎資料として添付する固定資産台帳の写しには機械の整理番号を記入

－７－



〇固定資産台帳で照合できないケース

・リース機械(固定資産台帳にはなく地代家賃費として明記される)

・持込み、借上げ機械

(現地にあるが所有者が異なり台帳には記載がない)

・別事業所の機械(現地にあるが別事業所の台帳に記載されている)

・不明機械①

(台帳にはあるが現地にない→現地では廃棄処分されている)

・不明機械②

(現地にはあるが台帳にない→一括計上されているなど)

・その他

－８－



(6)型式・仕様(能力・性能)

〇型式

①メーカーの型式
(各メーカー独自の記号：例ＡＢＣ型、１２３型など)

②機械の形状を表す型
(立型・横型・角型・円筒型など)

③機械の種類による型
(コンベヤ⇒ベルト式、スクリュー式、バケット式など)

※一般的には①のメーカー独自の記号をいいます。
－９－



〇仕様（能力・性能）
・機械の能力・性能などは調査表の中でも重要な事項であり、特に見積
り徴収時に必要となります。
・各機械により異なるもので次のようなものがあります。
①最大加工寸法 (機械加工できる縦・横・高さの寸法、幅・加圧力)
②最大輸送能力（輸送量・圧力・速度）
➂最大処理能力（処理量・処理時間・バッチ容量・処理温度）
④最大貯蔵量（体積・容積・重量）
⑤その他（口径、大きさ、回転数、温度、･･････生産量、装置能力）
・また、機械を構成する材質（鋳物・鋳鋼・鍛造品・型鋼製・鋼板製・
溶接構造・ステンレス銅・黄銅・青銅・アルミ・樹脂・PVC・FRP・ゴ
ム・木製・煉瓦・ガラス・陶磁器など）も仕様の一つになります。
※権利者から提供資料を受けるのも一つの方法です。

－１０－



（仕様の記入例）

【普通(汎用)旋盤】
振り(取付最大直径):480φ 心間:1000mm ベッド寸法:2500×400mm
回転数:50～1800rpm

【直立ボール盤】
振り(取付最大直径)503φ 主軸-テーブル間:790mm 穿孔40φ(鋼)
テーブル:460φ ネジ:M-16

－１０－の例①



【ブレーキプレス】
加圧力:120ton 曲げ幅:2500mm 曲げ板厚:5mm
フレームギャップ:250mm
ストローク長:70mm ストローク数:5～25回/分
ベッド寸法：200×2500

【渦巻ポンプ】
口径:32φ 吐出量:2.5㎥/min 全揚程:15ｍ
回転数:1500rpm SUS製

【空気圧縮機】
スクリュウー式 吐出圧力:7.0Kg/㎠ 吐出風量:2.5㎥/min
吐出管径:25A 空冷式

－１０－の例②



(7) 出力
〇出力の欄には動力源の内容を記入します。
〇一般には電動機が多く出力(Ｋｗ)を記入します。
〇電動機が複数台ある場合はすべて記入します。
〇高圧モーターの場合は電圧も記入します。

【電動機の馬力とＫｗの関係表】

〇その他の動力源には、
空気駆動、水圧・油圧駆動、蒸気駆動などがあります。

－１１－

2015107.55321馬力(㏋)

15117.55.53.72.21.50.75Ｋｗ

1501201007550403025馬力(㏋)

11090755537302218.5Ｋｗ



【参考】
〇電動機は一般に210V・4P・全閉外扇屋内型が多く使用されており、
出力はＫｗで表示しますが、多くの種類があります。状況に応じて必
要な項目を記入します。
（モーターの主な種類）
〇交流・直流
〇周波数（50Hz_東日本・60Hz_西日本）
〇電圧（100V・210V・440V・3300V・6600V）
〇極数と回転数（ 50Hz・4P ⇒ 1500rpm ）

回転数(回/分)＝120f(周波数)/Ｐ(極数)
ギヤードモーター(減速機付モーター)

〇出力（Ｋｗ又は ㏋(馬力)）
〇保護方式（設置環境への対応）
〇その他

－１２－



(8)製作所名

〇調査機械の製作所名を記入します。

〇代理店、販売店名、商社、プラント会社などの場合もあります。

〇自社製作の機械は「自社製」とします。

〇不明の場合は空欄ではなく”－“を記入します。

－１３－



(9)機械寸法
〇機械の幅(Ｗ)×長さ・奥行(Ｌ)×高さ(Ｈ)の順にｍを単位として
0.1ｍ単位で記入します。
なお、突き出し部分、取り外し部分は寸法に入れません。
〇円筒形の場合は直径(φ)×長さ(Ｌ)を記入します。
〇その他多角形などはその状況が判るような方法で記入します。

〇機械寸法は
・機械配置図に示す寸法
・運搬可能な寸法の確認
・据置面積を算出し、トラック運搬に必要なトラック所要台数計算
・倉庫保管時の所要面積の算出
・機械の容積(体積)計算
・その他

－１４－



(10)質量（ton）
〇現地調査の銘板などで確認した質量
〇その他現地の資料等で確認した質量があればその質量

※現地で確認できなかった場合
①メーカーのカタログ収集
②メーカーへの問い合わせ
③権利者からの収集資料
④類似(同種同等)機械の収集データ
⑤計算による算出
⑥その他(資料を添付)

※据付費の工数計算、トラック運搬に必要な台数計算などの根拠

－１５－



(11)基礎寸法
〇寸法表示
①コンクリート基礎寸法

・幅(Ｗ)×長さ(Ｌ)×高さ/深さ(Ｈ)
※現地では地中部分を計測できないので深さは検討すること。

②基礎図面
・単純な矩形ではない基礎
・ピット基礎
・杭地業が施工されている基礎
・その他特殊な基礎

※1.調査表には作成図面の図面番号を記入
※2.簡単な基礎は姿図とし、数量計算書などに添付することも

可能

－１６－



（機械基礎の表示例）

－１７－

コンクリートの厚さ(Ｈ)

レベル調整
プレート

基礎ボルト
機械本体

地上(ＧＬ＋)部分

地中(ＧＬ－)部分

機械基礎 幅(Ｗ)×長さ(Ｌ)

ＧＬ

600mm
450mm

150mm

①(Ｗ)×(Ｌ)×(Ｈ)⇒ 0.6H(GL＋0.15)

②基礎上端と床面が同じ⇒ 0.6H(GL±0)

➂床上部分だけの基礎⇒ 0.15H(FL＋0.15)



➂モルタル仕上げ、塗装などの仕上げ状況

④基礎がない場合は“－”を記入

⑤基礎ボルト類（種類、サイズ、長さ、本数など）

⑥レベリングブロック（種類、サイズ、個数など）

⑦その他、箱抜き、原寸型板などの算定に必要な内容

－１８－



〇基礎の算定

①積上げ積算（図面作成）
基礎は図面作成し、数量計算を行い積上げ積算することが基本
（基礎図面＋工事工種別数量計算＋積算明細書）

②複合単価積算（寸法表示）
単純な矩形(四角形、台形、Ｌ字形、円形、多少の凸凹形など)は
コンクリート１㎥当たりの複合単価にて積算
（寸法表示＋積算明細書）

※これらのことを考慮して調査表を作成すること。

※複合単価積算は発注者の監督職員と協議すること。

－１９－



【参考：基礎の厚みと基礎ボルト】
〇基礎ボルトの大きさには標準的長さが分かるので基礎の厚さを想定

〇ボルトの大きさは外径(直径)で表わす
（現地確認可能：ボルトの頭をスケールで測定）

〇標準的なボルト長さから基礎の厚さを想定するのも一つの方法です。

注）重量機械では基礎厚さが大きくなります。
（フライス盤メーカーカタログ：15～30ton位→800～1000ｍｍ位）

想定基礎厚さ(参考)標準ボルト長さウイットねじメートルねじ

300～400ｍｍ200～400ｍｍＷ-１/２Ｍ-１２

400～500ｍｍ300～500ｍｍＷ-５/８Ｍ-１６

500～600ｍｍ400～600ｍｍＷ-３/４Ｍ-２０

600～800ｍｍ400～600ｍｍＷ-１Ｍ-２４

－２０－



（基礎ボルトと機械基礎の関係）

－２１－

機械本体

基礎ボルト

レベル調整
プレート

コンクリート
の厚さ

機械基礎

基礎ボルト長さ

基礎ボルト
露出部分

５～１０ｃｍ位

10～20ｃｍ位
(重量機械は大きくなる)

箱抜き



－２１の参考－

コンクリートの厚さ(Ｈ) ４００～６００mm

約1000mm2,300～2,800mm

基礎の長さ 基礎の幅

工作機械の基礎例(某メーカー資料)

機械質量 2.0～2.3ton

その他のメーカーの例：切断機(3.0x0.9x1.4H) 質量：5.1ton
基礎：3.2x1.3x0.5H



(12)復元の可否

〇基本的に復元可能
〇物理的な復元の可否

①基本的に復元できないもの

・煉瓦造の炉、コンクリート製のもの

・溶断解体の必要な大型機械、長尺機械

・建物などと一体構造

・その他
－２２－



②復元の可否の判断要素
・現地調査結果
・オーバーホールの可否
・製造メーカーの意見書
・復元不可の事例
・その他
〇物理的検討を行い可否を判断し、可否の欄に印を入れる。
〇復元不可の場合は別紙にその理由を明記

※1.現地調査の結果、メーカー意見、事例などを総合的に検討し、
最終的な判断はコンサルタントが行うことなります。
※2.経済的合理性の検討は以後の算定業務において行うことになり
ます。

－２３－



(13)備考欄（項目以外の必要事項）

①資産番号

②リース機械表示

③設置環境・使用状況など特殊な条件

④その他製造番号など

－２４－



(14)電気設備・配管設備
〇電気設備・配管設備も番号を付けて整理します。
〇仕様(型式・能力)の欄には設備の概要を記入します。
〇設備の中には標準耐用年数が異なるものが混在するため、明確な
整理が必要となります。
(業種別標準耐用年数⇔キュービクル式受変電設備)
〇図面作成→数量計算→積算→集計の作業があるため、判りやすい
区分が求められます。
〇調査表では詳細を示すことができないため、図面を作成しますが、
調査表には別図の図面名称、図面番号などを記入して、図面の所在
を明確にします。

－２５－



〇大きさの欄に“図番-〇参照(電気設備図)”を明記にします。

－２６－

機 械 名
低圧200V 契約電力〇Kw 

仕様(型式・能力) 形状・寸法
電気設備 図番-〇参照

①電気設備

標準耐用年数
業種別区分

〇低圧受電、小規模の場合→図面・積算などを一括計上します。

※標準耐用年数による区分、図面作成、数量計算、積算、集計作業が
あることを考慮して番号整理を行います。

〇高圧受電の場合→標準耐用年数区分が異なる「キュービクル式受変電
設備-28年」は別番とし、動力配線も理解しやすい区分に整理します。

高圧引き込み
引込電柱
ＰＡＳ

引込ケーブル

受変電設備
キュービクル式
(自立閉鎖形)

※自立開放形あり

構内
幹線

２次変電所
キュービクル式

動力
配線

⇒⇒⇒ ⇒



－２７－

標準耐用年数

〇高圧受電の場合の例（特高受電の場合は別途考慮）

機 械 名

①高圧引込設備

②受変電設備

仕様(型式・能力) 形状・寸法

業種別図番-〇参照ＰＡＳ・引込柱

➂構内幹線設備

④２次変電所設備

6600V受電・単結図

6600V配線・架空

6600/200V・〇ヶ所

図番-〇参照

図番-〇参照

図番-〇参照

業種別⑤動力配線設備 200V配線 図番-〇参照

キュービクル

業種別

キュービクル

〇“高圧引込設備”は現地の状況により、他の設備に含める場合もあり
ます。
〇２次変電所が無い場合、構内幹線設備は動力配線設備に含める場合も
あります。



〇大きさの欄に“図番-〇参照(空気配管図)”を明記する。

－２８－

機 械 名
冷却水・空気・・・
仕様(型式・能力) 形状・寸法

配管設備 図番-〇参照

②配管設備

標準耐用年数
業種別区分

〇規模が小さい、種類も少ない→積算を一括計上

※標準耐用年数による区分はありませんが、種類が多くなるため図面作
成から積算・集計作業まで効率的に行えるように番号整理を行います。

〇規模が大きく、配管の種類も多い場合は、冷却水、空気、ガス、油な
どの種類別の番号整理する。

機 械 名
冷却水配管設備
空気配管設備

仕様(型式・能力) 形状・寸法
標準耐用年数
業種別区分

図番-〇参照

図番-〇参照

装置能力(㎥/Hr)
供給源(Kg/㎠・L)



(15)２次側について

〇要領の解説に「機器等」「2次側」についての説明。(解説回答2-2)

※1.機器等は「機器等」「機械基礎」「１次側」の３つに分類される。

「機器等」は主たる機械装置＋２次側(動力盤・制御盤・配線)の新品価格

※2.「２次側」についての説明があります。(解説回答2-3)

１次側 → 供給側（入側：入ってくる側）

２次側 → 消費側（出側：出ていく側）

２次側 → 機器等に直近のもの 以外のもの → １次側

※3.機器等の価格は建設物価、積算資料、同等の公刊物に掲載されている価

格又は専門メーカー等の資材価格、カタログ価格、又は見積価格とします。

(基準第３見積書等)第３

※4.ここに示す価格に２次側と判断されるものが何になるか確認が必要に

なります。

－２９－



※4.キュービクル設備と機械設備範囲(解説の「耐用年数と移転工法の例示」)

A1：施設内に機械設備としてキュービクルがあります。(他に機械設備無し)

A2：キュービクルは単体の機械であり新品価格は「現地車上渡し」の扱いとな

ります。

A3：キュービクル前後の電気配線工事は「機器等」の価格に含まれないことか

ら建築設備(動力配線)となり建物(建物の耐用年数)に集計します。

（ビル建物などでキュービクルだけが機械設備の場合は引き込み配線は建築設

備の扱いとなります）

B1：工場の場合、キュービクルは建物と機械設備が共用しています。キュービ

クルは機械設備(キュービクル式受変電設備表紛耐用年数28年)です。

B2：引込配線、前後の配線も共用ですが、電力の多くを消費するのは機械設備

であることから機械設備(業種別標準耐用年数)となります。

〇出側の配線(幹線・動力配線)は行先の用途(建築設備or機械設備)により仕分

けされなす。(配線ごとにチェック)
－３０－



（ケースＡの解説）

キュービクル(機械設備)
“現地車上渡し”
（前後の配線は機器代金
に含まない）
(標準耐用年数２８年)

建物

(機械設備無し)

高圧引込み

動力配線設備(建築設備)
(建物耐用年数)建物

動力配線設備(建築設備)
(建物耐用年数)建物

ケース(Ａ)A1、A2、A3



（ケースＢの解説）

キュービクル(機械設備)
“現地車上渡し”
（前後の配線は機器代金
に含まない）
(標準耐用年数２８年)

建物

(機械設備有り)

高圧引込み

動力配線設備(機械設備)
(業種別標準耐用年数)

※出側の配線は行先の用途により建築設備と
機械設備に分類されます。

動力配線設備(機械設備)
(業種別標準耐用年数)

ケース(Ｂ)B1、B2



ボイラーにおける２次側例

メーカー側の機周り配管工事範囲（２次側⇒機器代金に含まれる範囲）

矢印で標準装備の範囲をカタログで示すで

（カタログフロー図） 蒸気配管排気配管

燃料配管

給水配管

（－２９－２次側の解説①）

排水配管



〇給水配管
・給水ポンプ以降
・排水バルブ付
・ピット送りフランジ

（－２９－２次側の解説②）

メーカー
工事

（２次側）

工場側工事
（１次側）

(見積りに含む)
排水配管



〇蒸気配管
・蒸気溜出口バルブ
・逃がし配管安全弁

〇排気配管
・ボイラー本体出口

（－２９－２次側の解説➂）



〇燃料配管
・ボイラー前給油バルブ以降

（－２９－２次側の解説④）

〇給気配管
・サイレンサー以降

※２次側
⇒機械代金に
含まれる範囲



(16)プロセスコンピュータ設備

〇機械調査表に「プロセスコンピュータ設備」として番号を付けます。
詳細は図面表示になります。

〇機械調査表と同様にプロセスコンピュータの各機器について調査表
を作成します。

〇リース機械の場合が想定されますのでリース範囲を確認することが
必要です。（機器と配線工事）

－３１－



③（機械調査表の作成)

終 了


